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エ土佐 l 社

2友|哩
百

兼
擢
司11

導
馬主
来五
回師
呈邑
主主

足
羽

銃
刀
自

福
井
藩
士
族
山
形
九
十
九
藤
原
府
和

午嘉 -tr
/ 水告全ッ
上玉 lttgll-

主" 壬寸→
誕子後
生年改

百長z
士万
二自
日

初
名

主f駒
税三次
輔郎

明
治
三
庚
午
年
四
月
叫
川
口
政
子
城
十
は
晴
夫
善

照
ノ
婦
ト
成
同
六
焚
酉
年
八
月
十
二
日
双
方
和

談
之
上
政
子
賞
家
エ
復
籍

妻

女旧
福
井
藩
士
族

栗
崎
悦
也
長
女
竹
子

安
政
四
丁
己
年
三
月
七
日
誕
生

明
治
七
甲
成
年
十
二
月
十
三
日
竹
子
崎
十
に
晴

夫
善
照
ノ
後
婦
ト
ナ
ル

同
八
乙
亥
年
八
月
七
日
和
談
之
上
竹
子
賓
家
エ

復
籍

妻
女
越
前
国
坂
井
郡
金
津
十
日
町
住

サ

ガ

子

警
師
横
山
光
悦
長
女
嵯
峨
刀
自

初

名

三

輪

子

嘉
永
四
辛
亥
年
十
一
月
二
日
卯
ノ
上
刻
誕
生

明
治
二
乙
巳
年
正
月
下
旬
越
前
国
々
、
王
松
平
越タ

ケ

前
守
源
茂
昭
公
御
室
京
都
華
族
久
我
大
納
言
建

ミ

チ

タ

メ

通
卿
娘
幸
子
姫
ニ
被
ニ
召
遣
一

同
四
一
辛
未
年
一
月
廿
四
日
天
下
一
般
諸
候
方
御

改
革
ニ
付
御
暇
被
下
其
折
賜
物
御
暇
金
四
十
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LF

レ

レ

両
御
盃
壱
ロ
チ
御
細
工
物
数
品
被
レ
下
候

明
治
八
乙
亥
年
十
一
月
十
日
嵯
峨
子
博
工
夫
善
照

ノ
後
婦
ト
ナ
ル

同
廿
三
庚
寅
年
十
一
月
七
日
子
ノ
下
刻
齢
四
十

品川一一テ一莞

議
号
横
山
氏
嵯
峨
子
万
自
命

同
九
日
午
后
三
時
足
羽
山
招
魂
所
馬
来
田
氏
墳

墓
地
エ
埋
葬

葬
主
福
井
神
宮
教
舎
長
権
少
教
正

方
介

妻
女
福
井
勝
福
井
市
住
旧
福
井
藩

士
族

富
田
四

堀
継
之
助
三
女
余
所
子

後
改
芳
子

慶
謄
二
丙
寅
年
八
月
三
日
辰
ノ
上
刻
誕
生

明
治
二
十
有
四
辛
卯
年
四
月
三
日
芳
子
博
記
夫
善

照
ノ
後
婦
ト
ナ
ル

-
昭
和
十
七
年
二
月
六
日
享
年
七
十
七
歳
ラ
ア
残

-

ス
足
羽
山
招
魂
社
墓
地
へ
埋
葬
ス

嘉
永
四
辛
亥
年
正
月
二
十
七
日
寅
ノ
上
刻
誕
生

慶
磨
二
丙
寅
年
四
月
二
十
日
兄
善
明
ノ
順
養
子

ト
ナ
リ
社
務
ヲ
受
家
督
改
名
主
税
輔
柑
十

同
年
十
一
月
廿
三
日
圏
、
王
松
平
越
前
守
源
茂
昭
公

御
代
先
例
ヲ
以
テ
葵
御
紋
麻
梓
着
用
仕
度
上
願

同
一
日
晦
(
ヰ
諮
問
問
)
御
免
御
奉
書
ヲ
載
ク

十
二
月
八
日
(
御
座
所
ニ
而
受
日
)

同
年
十
二
月
二
十
一
日
年
頭
御
曜
大
慶
一
間
濁
札
弁

契
斗
着
用
先
規
之
通
件
可
失

同
三
丁
卯
年
十
二
月
二
十
三
日
是
迄
侍
奏
之
之

之
慮
以
後
参
輿
御
支
配
ニ
袴
ス
御
奉
書
ヲ
受

明
治
一
花
戊
辰
年
三
月
神
祇
官
エ
御
附
属
仰
出
サ
レ

同
年
同
月
十
四
日
福
井
藩
社
寺
局
ニ
於
テ
社
頭
関

頭
役
被
申
渡

同
年
九
月
十
四
日
越
前
園
圏
、
玉
松
平
越
前
守
茂
昭

朝

臣

企

E

A

公
御
代
願
音
ω

之
趣
御
含
通
有
之
足
羽
神
社
エ
米
五

俵
被
供
之
文
書
出
賜
之

同
年
十
月
二
十
四
日
復
古
自
葬
祭
願
福
井
藩
ニ
於

テ
件
可
済

同
二
乙
巳
年
六
月
十
一
日
行
政
官
布
達
官
名
之
分

偉
旨
ニ
付
福
井
藩
エ
伺
清
之
上
主
税
輔
改
名
豊
ト

，ャド
手
小
ト同

年
八
月
九
日
越
前
園
福
井
藩
知
事
松
平
茂
昭
公

御
代
願
意
之
趣
御
含
通
有
之
足
羽
神
社
エ
米
拾
俵

被
供
文
書
出

同
年
十
二
月
九
日
同
御
代
足
羽
神
社
エ
為
神
僕
料

米
二
拾
俵
宛

永
世
被
供
候
文
書
出

同
三
庚
午
年
四
月
七
日
善
照
清
一
一
一
一
而
山
形
女
霧
子
ヲ
担

(
頭
註
)
明
治
三
庚
午
年
二
月
太
政
官
公
達
及

臥
四
辛
未
年
五
月
地
方
官
御
管
轄
ニ
蒋

同
年
八
月
二
十
五
日
一
般
御
改
正
ニ
付
足
羽
神
社

神
官
ヲ
免
博
一
一
一

同
年
十
月
十
五
日
郷
社
足
羽
神
社
神
勤
可
致
事

同
五
壬
申
年
十
一
月
七
日
足
羽
豚
ニ
於
テ
郷
社
足

羽
神
社
洞
掌
ニ
轄
ス
時
二

足
羽
神
社
エ
為
二
神
僕
料
一
旧
福
井
藩
ヨ
リ
永
世
奉

供
之
儀
昨
明
治
五
壬
申
咋
足
羽
牒
ト
改
称
依
レ
之
一
一

大
蔵
省
ヨ
リ
今
后
被
二
日
止
候
配
同
六

f
年
三
月

十
三
日
敦
賀
町
肺
福
井
支
聴
ニ
於
テ
出
納
課
大
谷
0
0

被
申
渡
失

同
六
奨
酉
年
五
月
八
日
敦
賀
町
制
支
穣
於
テ
足
羽
神

社
両
掌
免
時
一
一
一

同
年
八
月
十
二
日
妻
政
子
賓
家
ェ
離
縁
賓
家
己
付

同
七
甲
成
年
十
二
月
十
三
日
善
照
博
一
位
哨
栗
崎

女
竹
子
ヲ
姿
ル

同
八
乙
亥
年
五
月
五
日
敦
賀
牒
ニ
テ
牒
社
足
羽
神

社
洞
掌
ヲ
ム
叩
時
五

同
年
八
月
七
日
妻
竹
子
離
縁

同
年
同
月
二
十
日
神
道
管
長
大
教
正
稲
葉
正
邦
ヨ

リ
教
道
職
試
補
ヲ
命

同
年
十
一
月
十
日
善
照
横
山
氏
女
嵯
峨
子
ヲ
安
ル
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同
年
七
月
七
日
間
分
局
庶
務
課
ニ
轄
ス

同
年
八
月
二
十
五
日
間
分
局
庶
務
課
兼
分
局
詰
ヲ

受同
年
十
月
十
五
日
石
川
町
柿
福
井
神
道
事
務
分
局
庶

務
課
一
一
轄
ス

同
年
十
一
月
三
十
日
宮
司
小
塩
良
景
ヨ
リ
別
格
官

幣
藤
島
神
社
偏
授

岡
山
口
計
一
一
月
十
五
日
越
前
圏
第
十
大
匡
舎
所
醸

衡
一
一
於
テ
足
羽
山
官
祭
招
魂
社
事
務
権
任
之
旨
ヲ
受

同
年
三
月
十
三
日
石
川
勝
犬
書
記
官
従
六
位
熊
野

九
郎
奉
ラ
レ
任
二
燃
社
足
羽
神
社
洞
官
一
善
昭
…
世

間
年
七
月
十
日
石
川
勝
ョ
判
足
羽
山
官
祭
招
魂
社

社
務
兼
勤
ヲ
ム
叩

同
十
一
年
三
月
十
七
日
石
川
牒
福
井
神
道
事
務
分

局
五
等
巡
教
師
ヲ
受

同
年
十
月
二
十
五
日
内
務
省
ヨ
リ
被
レ
補
ニ
権
訓
導
一

足
立

馬
来
国
家
公
文
職
系
図
記

m 

歳
二

十
八

同
年
十
一
月
十
日
神
宮
教
舎
所
大
麻
頒
布
係
ノ
命

ヲ
受

同
十
二
年
己
卯
年
十
月
廿
日
第
八
教
匿
本
部
神
富
山

舎
所
ニ
於
テ
皇
太
神
宮
太
麻
頒
布
及
初
穂
集
纏
尽

力
ニ
付
中
啓
壱
要
賞
奥
井
賞
典
証
ア
リ
担

同
年
十
二
月
一
日
石
川
燃
ョ
リ
土
族
へ
編
入
候

同
十
三
庚
辰
年
三
月
十
日
第
八
教
直
本
部
神
宮
教
舎
所
ヨ
リ
皇
大

神
宮
大
麻
頒
布
及
初
穂
集
纏
尽
力
ニ
付
久
遡
朝
彦
親
王
御
自
筆
石

摺
壱
葉
賞
典
セ
リ

同
十
三
庚
辰
年
四
月
十
三
日
(
取
臨
時
一
三
宮
ル
「

至
二
十
九
日
一
足
羽
神
社
御
鎮
座
千
三
百
五
十
年
之

大
肥
官
ニ
宜
へ
圏
中
人
民
募
金
ヲ
以
テ
執
行
畢
時
一
ニ

伊ん
l
↓
l
-
-
H
H
n

同
十
四
壬
巳
年
第
八
教
区
本
部
京
都
神
宮
教
舎
橋

皇
大
神
宮
御
分
霊
福
井
江
奉
鎮
之
際
格
別
霊
力
之

段
感
入
侃
レ
之
直
垂
飾
籾
壱
組
併
賞
奥
証
目
録
等

相
添
賜
レ
之

同
十
四
辛
巳
年
八
月
廿
二
日
京
都
神
宮
第
八
教
区

本
部
教
舎
江
所
属
持
替
ス
(
時
一
一
一

同
十
五
壬
午
年
三
月
廿
五
日
神
宮
教
院
ョ
リ
神
宮
第

八
教
区
福
井
教
舎
五
等
講
師
ヲ
受
ク
(
博
一
一
一

同
十
七
甲
申
年
四
月
七
日
明
治
六
年
皇
城
炎
上
ニ
付
金
園
献
納
候
段

奇
特
之
賞
状
下
賜
宮
内
省

同
十
七
甲
申
年
十
二
月
二
十
七
日
福
井
膝
皇
典
講

究
分
所
ニ
於
テ
一
等
3
1市

試
験
合
格
ノ
俄
学
詮
ヲ
受

7

ヘ
歳
三

J

J

/

十
四

同
十
九
丙
成
年
四
月
一
日
足
羽
山
招
魂
社
祭
典
嘗

白
金
五
十
美
支
給
実
証
ヲ
賜
ハ
ル
(
博
だ
福
井
豚

同
二
十
一
戊
子
年
五
月
二
日
神
宮
教
院
ヨ
リ
被
レ

補
二
少
講
義
一
(
建

同
二
十
三
庚
寅
年
三
月
三
十
一
日
足
羽
山
招
魂
社

受
持
神
官
ヲ
命
ス
但
年
俸
金
三
円
支
給
福
井
町
脚
(

歳
四

十同
年
同
月
同
日
足
羽
山
招
魂
社
ニ
属
ス
ル
墳
墓
監

守
ヲ
命
ス
但
年
捧
金
武
円
支
給
ス
福
井
町
肺
(
時
四

同
二
十
四
辛
卯
い
十
一
月
二
十
四
日
補
一
程
中
講
義
一

神
宮
教
院
議
4

(
頭
註
)
慶
慮
二
年
八
月
三
日
生

臥
年
四
月
三
日
堀
氏
女
芳
子
ヲ
妥
ル
善
照
(
協
咽
)

同
年
九
月
十
六
日
内
務
省
訓
令
一
一
基
キ
神
宮
奉
務

規
則
設
定
ニ
付
福
井
勝
福
井
市
神
官
委
員
ニ
撰
定
セ
ラ
ル
筒
井
市
食
所

同
二
十
五
壬
辰
年
三
月
二
十
一
日
福
井
牒
神
宮
取
締

総
長
被
レ
為
一
一
推
挙
選
定
一
(
主

同
年
七
月
十
六
日
際
社
是
羽
神
社
嗣
官
認
可
証
附

奥
セ
ラ
ル
福
井
町
脚
(
噛
)

同
廿
六
費
巴
年
三
月
廿
七
日
詔
勅
ヲ
奉
戴
シ
製
艦
費
之
方
工
金
円
献

納
願
呈
出
ス
ル
処
献
金
ヲ
受
納
セ
ス
ト
ム
モ
特
ニ
感
賞
ヲ
表
ス
ル
旨

内
閣
総
理
大
臣
ノ
告
示
ヲ
記
シ
賜
フ
福
井
牒

同
廿
七
甲
午
年
二
月
廿
七
日
依
二
勅
令
公
布
一
被
レ
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補
一
一
社
洞
一
(
時
四
)

同
年
三
月
二
十
日
福
井
勝
神
職
取
締
総
長
ニ
被
レ

喝
二
推
挙
酌
撰
一
(
博
阻
)

同
年
八
月
廿
二
日
報
園
ノ
主
旨
ヲ
以
テ
軍
資
金
ノ

内
へ
金
円
献
納
ノ
趣
承
認
状
下
賜
海
軍
省
経
理
局

同
年
十
月
九
日
報
図
ノ
主
旨
ヲ
以
テ
軍
資
金
ノ
内

へ
金
円
納
ノ
趣
承
認
状
下
賜
陸
軍
省
岨
兵
監

昨
二
十
八
乙
未
年
七
月
廿
七
日
一
筒
井
勝
々
社
以
下

神
職
取
締
総
長
勤
務
之
処
病
気
不
全
癒
ノ
為
メ
辞

表
ヲ
呈
ス
ル
モ
推
テ
薦
撰
嘱
持
セ
ラ
ル
説
明

同
廿
九
丙
申
年
五
月
四
日
総
長
年
限
満
期
ニ
付
退

職
ス
(
博
畑
)

同
年
六
月
廿
一
日
福
井
牒
々
社
以
下
神
職
取
締
本

所
議
員
ニ
福
井
市
内
神
職
中
ヨ
リ
推
撰
セ
ラ
ル
(
描
)

同
三
十
丁
酉
年
一
月
廿
九
日
兼
コ
補
足
羽
郡
麻
生

津
村
末
庚
村
社
八
幡
神
社
八
エ
都
下
文
珠
村
上
河
北

川
市
白
山
神
社
々
掌
一
福
井
勝
奇
想

同
三
十
年
六
月
一
日
明
治
二
十
七
年
戦
役
ノ
際

軍
資
ノ
内
へ
金
円
献
納
候
段
奇
特
之
賞
状
下
賜
福

井
牒

酌
一
一
一
十
一
戊
成
年
七
月
一
日
臼
本
赤
十
字
社
正
社

員
ニ
列
セ
ラ
ル
(
蹴
十
八
)

同
三
十
二
乙
亥
年
十
月
二
十
三
日
福
井
牒
々
社
以

下
神
職
取
締
本
所
議
員
抽
畿
退
任
ニ
嘗
ル
ヲ
以
テ

福
井
市
内
神
職
中
ヨ
リ
推
撰
一
再
挙
セ
ラ
ル
(
胆
)

同
三
十
三
一
庚
子
年
四
月
十
九
日
子
ノ
刻
自
ニ
足
羽
郡

木
田
村
羽
入
一
出
火
シ
足
羽
宮
本
殿
拝
殿
ヲ
始
メ
末

社
愛
宕
神
社
二
子
炎
上
ス

同
年
五
月
十
四
日
兼
補
足
羽
都
下
文
殊
村
上
河
北
村
社
白
山
神
社

々
掌
福
井
勝
(
時
五
)

同
年
六
月
十
五
日
神
宮
奉
粛
舎
耀
部
補
ト
為
ス
神

宮
奉
驚
舎
(
時
五
)

明
治
三
十
六
奏
卯
年
三
月
八
日
福
井
豚
々
社
以
下

神
職
総
務
本
所
舎
議
員
抽
畿
ノ
退
任
ニ
嘗
ル
ヲ
以

テ
福
井
市
内
神
職
中
ヨ
リ
推
撰
再
挙
セ
ラ
ル
(
時
五
)

同
年
四
月
廿
七
日
福
井
牒
々
社
以
下
神
職
取
締
総

務
本
所
会
議
員
撰
挙
ヲ
以
テ
議
長
ニ
薦
撰
セ
ラ
ル

明
治
参
拾
七
年
十
二
月
十
六
日
午
前
時
病
残
齢
五

十
四
歳

同議同 明 均
八号 六j台 骨
日 突 四 賓 来
酉馬菌 辛母回
ノ来年未山福尾7

2足首 fff:Z; 
羽市六月九族白
山 E万子日十五
招 t白亥 日吉
魂命ノ酉面

所下ノ エ
馬 刻刻 Zi
来 暫延 子
市 ーー
墓歳
地三

品半

葬葬
、
玉
皇
孫
五
十
七
代
馬
来
困
善
照

ぼ

馬

来

田

妻

子

賓

母

同

上

明
治
七
甲
成
年
二
月
二
日
申
ノ
上
刻
誕
生

命
一
百
八
十
七
日

同
年
八
月
七
日
申
ノ
上
刻
齢
一
歳
ニ
而
卒

議
号
馬
来
田
嘉
毒
子
命

同
八
日
未
ノ
刻
足
羽
山
招
魂
所
馬
来
困
墓
所
エ
埋
葬

一
葬
主
皇
孫
五
十
七
代
馬
来
田
善
照

E什
川
旧
民
馬
来
田
足
羽
善

R
I
l
l
i
-

-

a

-

一
(
頭
註
)
歌
名
維
洲
賓
母
醤
師
横
山
光
悦

一
女
嵯
峨
万
白

一
明
治
十
丁
丑
年
三
月
十
一
日
未
ノ
日
未
ノ
上
刻

一
誕
生

(
付
記
)

善
照
以
後
の
略
系
図
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

社

家

計

代

ア

キ

ラ

団

代

ヒ

ロ

ツ

グ

日

代

ヒ

ト

田

代

モ

リ

1

1

1

1

善

照
l
善
庚
|
善
統
|
善
仁
菩
敬
(
現
当
主
)

な
お
、
本
稿
校
正
中
馬
来
田
善
仁
宮
司
が
、
六
月

四
日
に
帰
幽
さ
れ
た
。
謹
し
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し

た
い
。
(
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
五
日
記
)

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




